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京都橘大学学則 

 
昭和42年４月１日 

最近改正 2026年３月16日 

 

第１章 目的、内部質保証および自己点検・評価 

（目的） 

第１条 本学は、教育基本法および学校教育法の規定に基づき、広く一般教養を施すとともに、深く専

門の研究に根ざす学芸および技能の教授を行い、もって、教養高く情操豊かにして地域社会および国

際社会の発展に貢献しうる、社会に有為なる人材を育成することを目的とする。 

（内部質保証および自己点検・評価） 

第１条の２ 本学は、その設置目的および社会的使命を達成するため、教育・研究活動や管理運営等の

状況について、不断の自己点検・評価を実施し、その結果に基づいて教育研究活動や管理運営等の改

善・充実を継続的に行う仕組み（内部質保証）を構築する。 

２ 前項の内部質保証および自己点検・評価の実施に関する規程は、別に定める。 

第２章 学部および学科 

（学部） 

第２条 本学に次の学部を置く。 

1) 文学部 

2) 国際英語学部 

3) 発達教育学部 

4) 総合心理学部 

5) 経済学部 

6) 経営学部 

7) デジタルメディア学部 

8) 工学部 

9) 看護学部 

10) 健康科学部 

（学部の目的） 

第２条の２ 前条に定める各学部の目的は、次の各号のとおりとする。 

1) 文学部は、幅広い教養や専門的知識を身につけ、社会で活躍するための人材を養成する。 

2) 国際英語学部は、国際共通語としての英語を高度に運用する能力および国際感覚を身につけ、社

会のグローバル化に対応できる人材を養成する。 

3) 発達教育学部は、人間の発達と教育に関する専門的な知識と洞察力を身につけ、現代の課題に対

応する実践的教育力を備えた人材を養成する。 

4) 総合心理学部は、心理学に関する幅広い理解と高い専門性および、広い視野を持って心理学の理

論や技法を実践する力を総合的に身につけ、人の心と行動という観点から、個人や家庭、学校、企

業など、さまざまな場面・主体の課題解決やその発展に貢献できる人材を養成する。 

5) 経済学部は、論理的・批判的思考能力やコミュニケーション能力などの普遍的な能力を基礎に、

経済学における専門的知識と、AI時代において求められるデータサイエンス等の新たな技能を身に

つけ、幅広い視野で経済社会が直面する課題に取り組み貢献できる人材を養成する。 

6) 経営学部は、経済的成長と社会的問題の解決を両立できる新たな価値を創造するため、経営学の

専門的知識および、論理的思考能力やコミュニケーション能力、データ分析力などの実践力を身に

つけ、AI時代において、企業にとどまらず、あらゆる組織において活躍できる人材を養成する。 

7) デジタルメディア学部は、情報工学を基盤としてメディアをデジタルに処理・生成するための技

術と表現力を身につけ、それらを活かして様々なシステムやコンテンツを構築・制作・活用するこ

とにより、社会・産業の課題解決や新たな価値創造に貢献できる人材を養成する。 

8) 工学部は、人間、社会、環境等に配慮し、人類の生活をより快適・豊かにすることをめざした科

学技術に関する学問を習得し、工学を通じて社会に貢献する人材を養成する。 

9) 看護学部は、生命に対して深い畏敬の念を抱き、看護の実践と創造を通して社会に貢献できる人

材を養成する。 

10) 健康科学部は、医療に関する専門的知識や技術を習得し、幅広い教養と豊かな人間性を身につ
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け、新たな課題に対応できる問題解決能力を備えた人材を養成する。 

（学科） 

第３条 学部には次の学科を置く。 

1) 文学部 日本語日本文学科、歴史学科、歴史遺産学科 

2) 国際英語学部 国際英語学科 

3) 発達教育学部 児童教育学科 

4) 総合心理学部 総合心理学科 

5) 経済学部 経済学科 

6) 経営学部 経営学科 

7) デジタルメディア学部 デジタルメディア学科 

8) 工学部 情報工学科、ロボティクス学科、建築デザイン学科 

9) 看護学部 看護学科 

10) 健康科学部 理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科、臨床工学科 

２ 発達教育学部児童教育学科に保育士養成課程を置く。保育士養成課程に関する細則は別に定める。 

３ 総合心理学部総合心理学科およびデジタルメディア学部デジタルメディア学科に通信教育課程を

置く。通信教育課程に関する細則は別に定める。 

（学科の目的） 

第３条の２ 前条第１項に定める各学部学科の目的は、次の各号のとおりとする。 

1) 文学部日本語日本文学科は、日本語日本文学および書道の各分野において専門的な知識や技術を

身につけ、知性と感性を磨き、自らの考えを豊かに表現できる人材を育成することを目的とする。 

2) 文学部歴史学科は、歴史学を学ぶことを通して、人類の築き上げた社会の本質を根源から見極め

る姿勢を養い、科学的な視点にたって様々な課題を論理的に解決することのできる人材を育成する

ことを目的とする。 

3) 文学部歴史遺産学科は、歴史遺産を対象とする研究をおこない、その歴史的・文化的意義を解明

するとともに、歴史遺産を適切に活用した社会を創造する意欲を身につけた人材を育成することを

目的とする。 

4) 国際英語学部国際英語学科は、国際共通語としての英語を高度に運用する能力および国際感覚を

身につけ、社会のグローバル化に対応できる人材を養成する。 

5) 発達教育学部児童教育学科は、小学校教諭、幼稚園教諭、保育士を養成するとともに、多様化す

る社会のさまざまな教育・保育サービスに適切に対応できる人材を養成することを目的とする。 

6) 総合心理学部総合心理学科は、人材養成目標は学部と同様であり、心理学に関する幅広い理解と

高い専門性および、広い視野を持って心理学の理論や技法を実践する力を総合的に身につけ、人の

心と行動という観点から、個人や家庭、学校、企業など、さまざまな場面・主体の課題解決やその

発展に貢献できる人材を養成する。 

7) 経済学部経済学科は、人材養成目標は学部と同様であり、論理的・批判的思考能力やコミュニケ

ーション能力などの普遍的な能力を基礎に、経済学における専門的知識と、AI時代において求めら

れるデータサイエンス等の新たな技能を身につけ、幅広い視野で経済社会が直面する課題に取り組

み貢献できる人材を養成する。 

8) 経営学部経営学科は、人材養成目標は学部と同様であり、経済的成長と社会的問題の解決を両立

できる新たな価値を創造するため、経営学の専門的知識および、論理的思考能力やコミュニケーシ

ョン能力、データ分析力などの実践力を身につけ、AI時代において、企業にとどまらず、あらゆる

組織において活躍できる人材を養成する。 

9) デジタルメディア学部デジタルメディア学科は、情報工学を基盤としてメディアをデジタルに処

理・生成するための技術と表現力を身につけ、それらを活かして様々なシステムやコンテンツを構

築・制作・活用することにより、社会・産業の課題解決や新たな価値創造に貢献できる人材を養成

する。 

10) 工学部情報工学科は、健康長寿社会や超スマート社会といった、これからの社会において必要

とされる情報システムやソフトウェアの構築と活用およびデータの利活用を実践的に行うことの

できる人材を養成する。 

11) 工学部ロボティクス学科は情報工学・AI、機械工学、電気電子工学、制御工学等関連分野の専

門知識・技術を身につけ、それらを統合して人間社会で活用することにより、人々の豊かな生活の

実現や社会・産業の課題解決、新たな価値創造に貢献できる人材を養成する。 

12) 工学部建築デザイン学科は、建築デザイン・インテリアデザイン・環境デザイン領域の専門知
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識と技術を身につけ、安全かつ快適で持続的な生活環境を生み出すことのできる人材を養成する。 

13) 看護学部看護学科は、豊かな人間性とコミュニケーション能力を備え、俯瞰力と深い倫理観を

もった看護専門職者を養成する。 

14) 健康科学部理学療法学科は、理学療法に関する幅広いニーズに応えるため、確かな知識と技術

を修得させるとともに、高度なコミュニケーション能力を有する理学療法士を育成する。 

15) 健康科学部作業療法学科は、身体や精神、発達などに障害を伴うクライアントを対象に、あら

ゆる作業を通して心身機能の回復を図り、クライアントの望む生活を支援するための知識と技能を

修得し、地域社会に貢献する作業療法士を養成する。 

16) 健康科学部救急救命学科は、救急救命の専門知識および実践力を身につけ、医療と地域社会の

課題解決に貢献できる質の高い救急救命士を育成する。 

17) 健康科学部臨床検査学科は、科学への探究心を常に持ち、高度に進歩し続ける医療を支えるこ

とのできる臨床検査の専門的な知識と技術を身につけ、チーム医療に貢献する臨床検査技師を養成

する。 

18) 健康科学部臨床工学科は、臨床工学の専門的な知識と技術および、医療機関をはじめとした幅

広い場面でそれらを応用・実践する力を身につけ、高度化・多様化する医療の課題解決やその発展

に貢献する臨床工学技士を養成することを目的とする。 

第３章 修業年限および学生定員 

（修業年限） 

第４条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ ３年次編入学生の修業年限は、２年とする。 

（学生定員） 

第５条 学生の定員は次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員 

文学部 日本語日本文学科 95名   380名 

  歴史学科 100名   400名 

  歴史遺産学科 55名   220名 

国際英語学部 国際英語学科 120名   480名 

発達教育学部 児童教育学科 140名   560名 

総合心理学部 総合心理学科 90名   360名 

経済学部 経済学科 240名   960名 

経営学部 経営学科  260名   1,040名 

デジタルメディア学部 デジタルメディア学科 100名   400名 

工学部 情報工学科 100名   400名 

  ロボティクス学科 80名   320名 

  建築デザイン学科 80名   320名 

看護学部 看護学科 95名   380名 

健康科学部 理学療法学科 66名   264名 

  作業療法学科 40名   160名 

  救急救命学科 50名   200名 

  臨床検査学科 80名   320名 

  臨床工学科 40名   160名 

総合心理学部 総合心理学科 通信教育課程 180名 （3年次）180名 1,080名 

デジタルメディア学部 デジタルメディア学科 通信

教育課程 

180名 （3年次）180名 1,080名 
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計 2,191名 （3年次）360名 9,484名 

第４章 学年および休業日 

（学年） 

第６条 学年は４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を分けて次の２学期とする。 

前期（春学期） ４月１日から９月20日まで 

後期（秋学期） ９月21日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第８条 休業日は次のとおりとする。 

日曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

創立記念日（10月20日） 

春期休業日（２月16日から３月31日まで） 

夏期休業日（８月１日から９月20日まで） 

冬期休業日（12月22日から翌年１月７日まで） 

２ 学長は、必要により前項第３号から第６号までの休業日を変更し、もしくは臨時に休業し、または

休業日における授業等を行わせることができる。 

第５章 授業科目および単位 

（授業科目区分） 

第９条 授業科目は、文学部、国際英語学部、発達教育学部、経済学部、経営学部、デジタルメディア

学部および工学部においては、その内容により、共通教育科目、専門教育科目に分ける。総合心理学

部においては、その内容により、教養教育科目、専門教育科目に分ける。看護学部においては、その

内容により、共通教育科目、区分１、区分２、区分３、区分４、区分５、区分６、区分７、区分８、

区分９に分ける。健康科学部理学療法学科、作業療法学科、臨床検査学科および臨床工学科において

は、その内容により、共通教育科目、たちばなチーム医療科目、専門基礎分野、専門分野に分け、救

急救命学科においては、その内容により、共通教育科目、たちばなチーム医療科目、専門分野に分け

る。別に教職に関する科目、司書および学校図書館司書教諭に関する科目、博物館学芸員に関する科

目、社会教育主事に関する科目を置く。また、外国人留学生に対する特例科目として、日本語および

日本事情に関する科目を置く。 

（授業科目および単位数） 

第10条 日本語日本文学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―１―１および別表第Ⅰ―１―２のと

おりとする。 

歴史学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―２―１および第Ⅰ―２―２のとおりとする。 

歴史遺産学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―３のとおりとする。 

国際英語学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―４―１および第Ⅰ―４―２のとおりとする。 

児童教育学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―５―１および第Ⅰ―５―２のとおりとする。 

総合心理学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―６のとおりとする。 

経済学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―７―１および第Ⅰ―７―２のとおりとする。 

経営学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―８―１および第Ⅰ―８―２のとおりとする。 

 デジタルメディア学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―９のとおりとする。 

情報工学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―10のとおりとする。 

 ロボティクス学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―11のとおりとする。 

建築デザイン学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―12のとおりとする。 

看護学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―13のとおりとする。 

理学療法学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―14のとおりとする。 

作業療法学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―15のとおりとする。 

救急救命学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―16のとおりとする。 

臨床検査学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―17のとおりとする。 

 臨床工学科の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―18のとおりとする。 

総合心理学科（通信教育課程）の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―19のとおりとする。 

 デジタルメディア学科（通信教育課程）の授業科目および単位数は、別表第Ⅰ―20のとおりとする。 
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第６章 履修方法 

（授業日数） 

第11条 毎学年の授業日数は、35週以上とする。 

（授業の方法） 

第12条 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかによりまたはこれらの併用により行

うものとする。 

２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 大学は、第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメデ

ィアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

４ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎および附属施設以

外の場所で行うことができる。 

（単位の認定） 

第13条 授業科目の履修は単位制とし、単位は、試験によるほか、平素の成績を考慮して認定する。成

績評点は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。 

（他の大学または短期大学における授業科目の履修等） 

第13条の２ 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学または短期大学において履修した授業科目に

ついて修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学する場合に準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第13条の３ 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところ

により単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項および第２項により本学において修得したも

のとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第13条の４ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学または短期大学において履修

した授業科目について修得した単位（科目等履修生および特別の課程を履修する者として修得した単

位を含む）を、本学に入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の学修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したとみなし、または与えることのできる単位数は、編入学、転入学、再入学の

場合を除き本学において修得した単位以外のものについては、第13条の２第１項および第２項ならび

に前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものと

する。 

（その細則） 

第13条の５ 前３項の規定による単位認定の方法については別に定める。 

（履修の方法） 

第14条 学生は、所属の学部、学科、専攻およびコースによって、それぞれ次の授業科目を履修し、合

計124単位以上を修得しなければならない。 

<学部学科> <必修> <選択> 備考 

文学部       

日本語日本文学科       

日本語日本文学コース       

共通教育科目 10単位 46単位 合計124単位以上 

専門教育科目 38単位 30単位以上（＊）   

（＊）30単位には「基幹科目群」から6単位以上、「展開科目群」から20単位以上を含む 

国際日本文化コース       
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共通教育科目 10単位 46単位 合計124単位以上 

専門教育科目 38単位 30単位以上（＊）   

（＊）30単位には「基幹科目群」から6単位以上、「展開科目群」から20単位以上を含む 

書道コース       

共通教育科目 10単位 46単位 合計124単位以上 

専門教育科目 34単位 34単位以上（＊）   

（＊）34単位には「基幹科目群」から4単位以上、「展開科目群」から26単位以上を含む 

歴史学科       

日本史コース       

共通教育科目 18単位 35単位 合計124単位以上 

専門教育科目 29単位 42単位以上（＊）   

（＊）42単位には「基礎科目群」から6単位以上、「基幹科目群」から4単位以上、「応用科目群」か

ら2単位以上、「展開科目群」の日本史領域およびオプショナルコース各領域から18単位以上、世界

史領域から4単位以上を含む 

世界史コース       

共通教育科目 18単位 35単位 合計124単位以上 

専門教育科目 33単位 38単位以上（＊）   

（＊）38位には「基礎科目群」から6単位以上、「展開科目群」の世界史領域およびオプショナルコ

ース各領域から20単位以上、日本史領域から4単位以上を含む 

歴史遺産学科       

共通教育科目 10単位 42単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 30単位 42単位以上（＊）   

（＊）42単位には「基幹科目群」から10単位以上、「展開科目群」から10単位以上、「発展科目群」

から8単位以上、「実践科目群」から4単位以上を含む 

国際英語学部       

国際英語学科       

グローバルスタディーズ専攻       

共通教育科目 8単位 20単位 合計124単位以上 

専門教育科目 40単位 56単位以上（＊）   

（＊）56単位には「基幹基礎科目群」から6単位以上、「展開科目群、PBL科目群、クロスオーバー科

目群」から50単位以上を含む 

国際共生専攻       

共通教育科目 8単位 24単位 合計124単位以上 

専門教育科目 14単位 78単位以上（＊）   

（＊）78単位には「基幹基礎科目群」から10単位以上、「IEP科目群、展開科目群、PBL科目群、クロ

スオーバー科目群」から68単位以上を含む。なお、68単位には「IEP科目群」から6単位以上を含む。 

発達教育学部       

児童教育学科       
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児童教育コース       

共通教育科目 10単位 9単位 合計124単位以上 

専門教育科目 56単位 49単位以上   

幼児教育コース       

共通教育科目 10単位 9単位 合計124単位以上 

専門教育科目 41単位 64単位以上 

総合心理学部       

総合心理学科     

教養教育科目 12単位 24単位 合計124単位以上 

専門教育科目 26単位 62単位以上（＊）   

（＊）62単位には「共通領域、臨床心理学領域、社会・産業心理学領域、発達・教育心理学領域、行

動・脳科学領域、健康・福祉心理学領域から52単位以上を含む 

総合心理学科（通信教育課程）       

教養教育科目 12単位 24単位 合計124単位以上 

専門教育科目 26単位 62単位以上（＊）   

（＊）62単位には「共通領域、臨床心理学領域、社会・産業心理学領域、発達・教育心理学領域、行

動・脳科学領域、健康・福祉心理学領域から52単位以上を含む 

経済学部       

経済学科       

経済学専攻       

共通教育科目 12単位 18単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 26単位 52単位以上   

現代社会専攻       

共通教育科目 12単位 18単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 26単位 52単位以上   

経営学部       

経営学科       

経営学専攻       

共通教育科目 12単位 18単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 16単位 68単位以上（＊）   

（＊）68単位には「スキル科目群」から6単位以上、「基礎科目群」から10単位以上を含む 

スポーツ経営学専攻       

共通教育科目 12単位 18単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 16単位 68単位以上（＊）   

（＊）68単位には「スキル科目群」から6単位以上、「基礎科目群」から10単位以上、「領域科目群

スポーツマネジメント領域」から26単位以上を含む 

デジタルメディア学部       
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デジタルメディア学科       

共通教育科目 10単位 16単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 14単位 68単位以上   

デジタルメディア学科       

（通信教育課程）       

共通教育科目 10単位 16単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 14単位 68単位以上   

工学部       

情報工学科       

共通教育科目 10単位 16単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 44単位 44単位以上（＊）   

（＊）44単位には「基幹科目群」から12単位以上を含む 

ロボティクス学科       

共通教育科目 10単位 16単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 46単位 42単位以上   

建築デザイン学科       

共通教育科目 10単位 16単位以上 合計124単位以上 

専門教育科目 54単位 34単位以上   

看護学部       

看護学科       

共通教育科目 9単位 15単位   

区分1 6単位     

区分2 9単位     

区分3 5単位     

区分4 13単位     

区分5 7単位     

区分6 3単位     

区分7 16単位     

区分8 27単位     

区分9 12単位     

区分6または区分9から2単位以上選択必修 

健康科学部       

理学療法学科       

共通教育科目 12単位 8単位   

たちばなチーム医療科目群 6単位     

専門基礎分野 30単位     

専門分野 60単位 8単位   
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作業療法学科       

共通教育科目 11単位 6単位   

たちばなチーム医療科目群 7単位     

専門基礎分野 32単位     

専門分野 66単位 2単位   

救急救命学科       

共通教育科目 16単位 16単位   

たちばなチーム医療科目群 4単位 2単位   

専門分野 75単位 11単位   

臨床検査学科       

共通教育科目 12単位 9単位   

たちばなチーム医療科目群 4単位     

専門基礎分野 21単位     

専門分野 72単位 6単位   

臨床工学科       

共通教育科目 12単位 6単位以上 合計124単位以上 

たちばなチーム医療科目群 4単位     

専門基礎分野 36単位     

専門分野 58単位 4単位以上   

外国人留学生は、共通教育科目の一部として、日本語および日本事情科目16単位を履修することが

できる。 

（資格取得） 

第15条 卒業後の資格取得のために、次の科目を設ける。 

1) 教職に関する科目 

教育職員免許状授与の資格を得ようとする者は、教育職員免許法の定めるところにより所要科目

の単位を修得しなければならない。（別表第Ⅱ―２・第Ⅱ―３・第Ⅱ―４） 

文学部 

日本語日本文学科 国語（中学校１種、高等学校１種） 書道（高等学校１種） 

歴史学科 社会（中学校１種） 地理歴史（高等学校１種） 

歴史遺産学科 社会（中学校１種） 地理歴史（高等学校１種） 

国際英語学部 

国際英語学科 英語（中学校１種、高等学校１種） 

発達教育学部 

児童教育学科 小学校１種、幼稚園１種 

総合心理学部 

総合心理学科（通信教育課程を除く） 公民（高等学校１種） 

経済学部 

経済学科 社会（中学校１種） 公民（高等学校１種） 

経営学部 

経営学科 社会（中学校１種） 公民（高等学校１種） 

デジタルメディア学部 

デジタルメディア学科 情報（高等学校１種） 

工学部 

情報工学科 情報（高等学校１種） 

ロボティクス学科 工業（高等学校１種） 
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看護学部 

看護学科 養護教諭１種 

2) 司書の資格を得させるための科目 

司書の資格を得ようとする者は、図書館法に基づき、本学の定めるところにより、別表Ⅱ―５に

定める科目を履修しなければならない。 

3) 学校図書館司書教諭の資格を得させるための科目 

司書教諭の資格を得ようとする者は、第１号に定める科目を履修するほか別表Ⅱ―６に定める科

目を履修しなければならない。 

4) 博物館学芸員の資格を得させるための科目 

博物館学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法の定めるところにより所要科目の単位を修得

しなければならない。（別表Ⅱ―７） 

5) 社会教育主事の資格を得させるための科目 

社会教育主事の資格を得ようとする者は、社会教育法の定めるところにより、所要科目の単位を

修得しなければならない。（別表Ⅱ―８） 

6) 保育士の資格を得させるための課程（保育士養成課程） 

発達教育学部児童教育学科幼児教育コースにおいて保育士の資格を得ようとする者は、児童福祉

法施行規則第６条の２の２第１項第３号の定めるところにより、所要科目の単位を修得しなければ

ならない。（別表Ⅱ―９） 

7) 登録日本語教員養成課程（養成課程・実践研修）を修了した者は、日本語教育の適正かつ確実な

実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律の定めるところにより、日本語教員試験に

おける基礎試験が免除される。（別表Ⅱ―10）  

（保健師助産師看護師国家試験受験資格） 

第15条の２ 看護学部看護学科の学生で看護師、保健師および助産師国家試験受験資格を得ようとする

者は、第17条の規定によるほか、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定める科目を履修し、所

定の単位を取得しなければならない。 

（理学療法士国家試験受験資格） 

第15条の３ 健康科学部理学療法学科においては、理学療法士および作業療法士法に規定する学校とし

て指定を受けた科目を第17条の規定により履修することによって、理学療法士の国家試験受験資格を

得ることができる。 

（建築士試験受験資格） 

第15条の４ 工学部建築デザイン学科において一級建築士ならびに二級建築士および木造建築士試験

の受験資格を得ようとする者は、第17条の規定によるほか、建築士法第14条第１号、第15条第１号に

基づき本学が指定を受けた所要科目の単位を修得しなければならない。なお、建築士試験受験資格に

係る所要単位は別に定める。 

（救急救命士国家試験受験資格） 

第15条の５ 健康科学部救急救命学科においては、救急救命士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けた

科目との読み替えを認められた本学科目を、第17条の規定により履修することによって、救急救命士

の国家試験受験資格を得ることができる。 

（作業療法士国家試験受験資格） 

第15条の６ 健康科学部作業療法学科においては、理学療法士および作業療法士法に規定する学校とし

て指定を受けた科目を第17条の規定により履修することによって、作業療法士の国家試験受験資格を

得ることができる。 

（臨床検査技師国家試験受験資格） 

第15条の７ 健康科学部臨床検査学科においては、臨床検査技師等に関する法律に規定する学校として

指定を受けた科目を第17条の規定により履修することによって、臨床検査技師の国家試験受験資格を

得ることができる。 

（公認心理師国家試験受験資格） 

第15条の８ 総合心理学部総合心理学科（通信教育課程を含む）において公認心理師の受験資格を得よ

うとする者は、第17条の規定によるほか、公認心理師法第７条第１号、同第２号に基づき本学が指定

を受けた所要科目の単位を修得しなければならない。なお、公認心理師受験資格に係る所要単位は別

に定める。 

（臨床工学技師国家試験受験資格） 

第15条の９ 健康科学部臨床工学科においては、臨床工学技士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けた
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科目との読み替えを認められた本学科目を、第17条の規定により履修することによって、臨床工学技

士の国家試験受験資格を得ることができる。 

（単位の計算方法） 

第16条 授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。 

授業科目の単位数は45時間の学修を必要とする内容をもつて１単位とし、授業の方法に応じ、当該

授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するもの

とする。 

1) 講義および演習については、15時間から30時間までの範囲で本大学が定める時間の授業をもって

１単位とする。 

2) 実験、実習および実技については、30時間から45時間までの範囲で本大学が定める時間の授業を

もって１単位とする。 

3) 第１号に規定する授業の方法と前号に規定する授業の方法を併用する場合の単位数の基準は、前

２号に規定する基準を考慮して本大学が定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して、

単位数を定める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、諸資格の取得に関して法令により定められた授業科目の単位の算定基

準については、別に定めることができる。 

（通信教育課程における単位の計算方法） 

第16条の２ 通信教育課程の単位数は、次の基準により計算するものとする。 

1) 印刷教材により学修する２単位の授業は、「２時間の予習＋２時間の学習＋２時間の復習」を計

15週に相当する内容を実施する。学習の中間と終了後に、単位修得試験またはレポート課題を採点

し、合格者に対して「単位修得科目」として認定する。 

2) メディア授業により履修する２単位については、15時間のメディア授業と授業の予習・復習の学

習時間を合わせ、授業の中間と終了後に単位修得試験またはレポート課題を採点し、合格者に対し

て「単位修得科目」として認定する。 

3) 面接授業により履修する２単位については、15時間の面接授業と授業の予・復習の学習時間を合

わせ、授業の中間と終了後に単位修得試験またはレポート課題を採点し、合格者に対して「単位修

得科目」として認定する。 

第７章 卒業および学士の学位 

（卒業および学位） 

第17条 本学に４年（第25条、第26条および第28条までの規定により入学した者はそれぞれ別に定める

年数）以上在学し、所定の授業科目を履修して、その単位を修得した者は卒業とし、卒業証書を授与

する。 

文学部日本語日本文学科、歴史学科、歴史遺産学科を卒業した者には学士（文学）の、国際英語学

部国際英語学科を卒業した者には学士（国際学）の、発達教育学部児童教育学科を卒業した者には学

士（児童教育学）の、総合心理学部総合心理学科を卒業した者には学士（心理学）の、経済学部経済

学科を卒業した者には学士（経済学）の、経営学部経営学科を卒業した者には学士（経営学）の、デ

ジタルメディア学部デジタルメディア学科および工学部情報工学科、ロボティクス学科、建築デザイ

ン学科を卒業した者には学士（工学）の、看護学部看護学科を卒業した者には学士（看護学）の、健

康科学部理学療法学科を卒業した者には学士（理学療法学）の、健康科学部作業療法学科を卒業した

者には学士（作業療法学）の、健康科学部救急救命学科を卒業した者には学士（救急救命学）の、健

康科学部臨床検査学科を卒業した者には学士（臨床検査学）の、健康科学部臨床工学科を卒業した者

には学士（臨床工学）の学位を授与する。 

第８章 入学 

（入学の時期） 

第18条 入学の時期は、前期の始めとする。 

２ 前項にかかわらず、教育上支障がないとき、後期の始めに入学することができる。 

（入学資格） 

第19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一つに該当する者とする。 

1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者 

2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当する

学校教育を修了した者を含む。） 

3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣
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の指定した者 

4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者 

5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

6) 文部科学大臣の指定した者 

7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検

定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

8) その他本学において、相当の年令に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者 

（入学願） 

第20条 本学に入学を志願する者は、所定の期日まで入学願書の提出、その他必要な手続きをしなけれ

ばならない。 

（入学試験） 

第21条 入学志願者に対しては、選抜試験を行う。 

（入学手続） 

第22条 選抜試験に合格した者は、所定の期日までに誓約書および保証書の提出、その他必要な手続き

をしなければならない。 

（入学許可） 

第23条 前条の入学手続を完了した者に対しては、入学を許可する。 

（保証人） 

第24条 保証人は、父母またはこれに代わるべき者で、独立の生計を営み、保証人としての責務を確実

に果たし得る者でなければならない。 

学生が保証人を変更しようとするときは、新保証人の署名をもって、また保証人に住所氏名等の変

更があったときは、その旨を直ちに届け出なければならない。 

（転入学） 

第25条 他大学から本学に転学を希望する者があるときは、本学に欠員がある場合に限り、選考の上こ

れを許可することができる。 

（編入学） 

第26条 本学に編入学を希望する者があるときは、本学に欠員がある場合に限り、選考の上これを許可

することができる。 

２ 総合心理学部総合心理学科通信教育課程およびデジタルメディア学部デジタルメディア学科通信

教育課程については、３年次編入学を許可することができる。 

３ 編入学することができる者は、次の各号の一つに該当する資格を有する者とする。 

1) 他大学を卒業した者または１年次、２年次を修了した者 

2) 短期大学を卒業した者 

3) 高等専門学校を卒業した者 

4) 文部科学大臣の定めた基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者 

5) 文部科学大臣の定めた基準を満たす高等学校等の専攻科の課程を修了した者 

6) その他同等以上の資格を有する者 

（単位の認定） 

第27条 前２条の規定により転入学または編入学を許可された者の、前に在学した大学における履修科

目とその単位については、その一部または、全部を本学における授業科目および単位数として換算ま

たは認定することができる。 

（その細則） 

第27条の２ 前２条の規定による単位認定の方法については別に定める。 

（再入学） 

第28条 本学学則第34条により退学した者および第39条第１項第１号もしくは第２号または第３号に

より除籍した者が、再入学を願い出た場合許可することができる。 

（その細則） 

第28条の２ 再入学に関する規程は、別に定める。 

第９章 転学、転科、休学および退学 

（転出学） 
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第29条 本学から他の大学に転学を希望する者があるときは、学長の許可を受けなければならない。 

（転学部、転学科等） 

第30条 転学部、転学科、転専攻、転コースおよび転課程は原則として許可しない。ただし、特別の事

情があるときは、学年の始めに限り選考の上これを許可することができる。 

２ 転学部、転学科、転専攻、転コースおよび転課程に関する取り扱いは別にこれを定める。 

（休学） 

第31条 病気その他やむを得ない事由により、引続き６ヶ月以上欠席しようとする者は、保証人連署の

上願い出てその許可を受けなければならない。ただし、病気の場合は医師の診断書を添えなければな

らない。 

（休学期間） 

第32条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、許可を得て更

に１年以内に限り休学することができる。通算して休学できる期間は４年以内とする。休学の期間は

在学の期間に算入しない。 

（復学） 

第33条 休学者が復学しようとするときは、保証人連署の上願い出て許可を受けなければならない。 

（留学） 

第33条の２ 学生が第13条の２第２項に規定する留学（以下「留学」という）をする場合、保証人が連

署した留学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。 

２ 留学の期間は、在学の期間に算入する。 

３ 留学に関する取扱は別にこれを定める。 

（退学） 

第34条 退学しようとする者は、その理由を具して、保証人連署の上願い出て許可を受けなければなら

ない 

（在学限度） 

第35条 在学期間は、通算８年を超えることができない。 

２ 編入学を許可された者の在学期間は、２年次編入学の場合通算７年、３年次編入学の場合通算６年

を超えることができない。 

第10章 入学検定料、入学金および授業料 

（入学検定料） 

第36条 本学に入学を志望する者は、入学願書に添えて入学検定料を納めなければならない。 

２ 入学検定料に関する規程は、別に定める。 

（入学金） 

第37条 入学を許可されたものは、所定の期日までに入学金を納入しなければならない。 

２ 入学金を納めないときは、入学の許可を取り消すことができる。 

３ 入学金に関する規程は、別に定める。 

（授業料） 

第38条 学生は、授業料を納入しなければならない。 

２ 授業料およびその他の学費に関する規程は、別に定める。 

３ 第１項の定めにかかわらず、本則第18条第２項に定める学生の授業料は別に定める規程によるもの

とする。 

（除籍） 

第39条 次の場合、除籍することができる。 

1) 授業料およびその他の学費の納入を怠り、督促を受けてもなお納入しない者 

2) 授業料およびその他の学費が未納で履修登録をしていない者 

3) 休学者で休学期間終了日までに復学願、退学願または休学願を未提出の者 

4) 休学期間が所定の年数を超える者 

5) 在学期間が所定の年数を超える者 

6) 外国人留学生で、法に定める在留資格を得られない者 

7) 入学手続完了者で、履修登録をせずかつ修学の意思がない者 

8) 死亡届のあった者 

２ 除籍に関する規程は、別に定める。 

（復籍） 

第39条の２ 本学学則第39条第１項第１号もしくは第２号または第３号により除籍となったものが、復
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籍を願い出た場合、許可することができる。 

２ 復籍に関する規程は、別に定める。 

第39条の３ 削除 

（授業料等の返還） 

第40条 既納の入学検定料・入学金・授業料およびその他の学費は返還しない。ただし、授業料および

その他の学費については入学を辞退する旨の申し出があった場合に限り返還することがある。 

（授業料等の延納） 

第41条 授業料およびその他の学費を延納しなければならない事情があるときは、直ちにその旨を願い

出て許可を受けなければならない。 

（休学中等の学費） 

第42条 休学期間中は授業料およびその他の学費を徴収しない。ただし、休学の始めまたは終わりの日

の属する納期分はこの限りでない。 

第42条の２ 留学期間中の学費の扱いは別に定める。 

（授業料の貸与） 

第43条 成績優秀にして学資の支弁が極めて困難な者には、授業料を貸与することができる。 

第11章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生および外国人学生 

（科目等履修生） 

第44条 本学における授業科目の一部を選択履修しようとする者があるときは、選考の上科目等履修生

として入学を許可することができる。 

（科目等履修生の選考料、登録料および履修料） 

第44条の２ 科目等履修生として入学を希望する者は入学願書に添えて選考料を納めなければならな

い。 

２ 選考の結果科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに登録料および履修料を納

めなければならない。 

３ 前年度から引続いて履修を希望する者および本学卒業生に対しては、第１項の選考料は免除する。 

４ 所定の期日までに登録料および履修料を納付しない場合、入学を取り消すことができる。 

（科目等履修生に対する準用条項） 

第44条の３ 科目等履修生には第１条から第３条まで、第７条から第９条まで、第12条、第16条、第20

条および第24条を準用する。 

（その細則） 

第44条の４ 科目等履修生に関する規程は、別に定める。 

（外国人学生） 

第45条 外国人で入学を志望する者があるときは、選考の上外国人学生として入学を許可することがで

きる。 

（外国人学生に対する準用条項） 

第45条の２ 外国人学生には、第１条から第４条まで、第６条から第14条まで、第16条から第27条まで、

第30条から第43条まで、第51条および第52条を準用する。 

（その細則） 

第46条 外国人学生に関する規程は、別に定める。 

（聴講生） 

第46条の２ 本学における授業科目の一部を選択履修しようとする者があるときは、選考の上聴講生と

して聴講を許可することができる。 

２ 聴講生に関する規程は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第46条の３ 教育上有益と認めるときは、他の大学または短期大学との協議に基づき当該他の大学また

は短期大学に在学する者で、本学の授業科目を履修し、その単位を修得しようとする者（以下「特別

聴講学生」という。）に対し、当該授業科目の履修を許可することができる。 

（外国の大学または短期大学） 

第46条の４ 前項の規程は、外国の大学または短期大学に在学する者で、本学に留学する場合に準用す

る。 

（特別聴講学生の授業料等） 

第46条の５ 特別聴講学生に係る授業料等については、本学とその者が在学する大学または短期大学と

の協議により定める。 
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（特別聴講学生に対する準用条項） 

第46条の６ 特別聴講学生には、第２条から第３条まで、第７条から第９条、第12条、第16条および第

24条を準用する。 

（その細則） 

第46条の７ 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。 

第12章 公開講座 

（公開講座） 

第47条 本学は、臨時に公開講座を開設することができる。 

（その細則） 

第48条 公開講座に関する規程は、別に定める。 

第13章 特別の課程 

（特別の課程） 

第49条 本学は文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生以外の者を対象とした特別の課程（以

下、「履修証明プログラム」という。）を編成することができる。 

２ 学長は履修証明プログラムを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付し、単位を与え

ることができる。 

（その細則） 

第50条 前条に定めるもののほか、履修証明プログラムに関する規程は、別に定める。 

第14章 賞罰 

（表彰） 

第51条 本学学生で特に他の学生の模範とすべき篤行のある者は、大学評議会の議を経てこれを表彰す

ることができる。 

（懲戒） 

第52条 本学学生が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあったと

きは、懲戒処分を行うことができる。 

懲戒は、訓告、停学および退学とする。 

２ 前項の退学は、次の各号の一つに該当する学生に対してのみ行うことができる。 

1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

3) 正当な理由なくして出席常でない者 

4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

第15章 職員組織 

（職員） 

第53条 本学に教授、准教授、講師、助教、助手ならびに事務職員、教務職員、技術職員およびその他

の職員を置く。 

（役職） 

第53条の２ 本学に学長、副学長、部長、学部長、学科長、館長、所長等を置く。 

２ 学長は、本学を代表するとともに、校務をつかさどり、教職員を統括する。 

（大学評議会） 

第54条 本学に大学評議会を置く。 

評議会は、次に掲げる職員で組織する。 

1) 学長（議長） 

2) 副学長 

3) 教務部長、学生部長、図書館長 

4) 学部長 

5) 研究科長 

6) （削除） 

7) 地域連携センター長、女性歴史文化研究所長 

8) 各学部より選出された教授各４名 

9) 教学事務部長（幹事） 

（大学評議会の任務） 

第54条の２ 大学評議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長に対し意見を述べるものとす

る。 
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1) 学生の入学および卒業に関する事項 

2) 学位の授与に関する事項 

3) 大学の機構、組織および制度に関する事項 

4) 教員の人事のうち教員の教育研究業績の審査に関する事項 

5) 全学の教育課程の編成に関する事項 

6) 学生補導および身分に関する重要な事項 

7) その他、学長が大学評議会の意見を聞くことが必要と定める事項 

２ 前項に定めるもののほか、大学評議会が審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる事

項については、別に定める。 

３ 通信教育課程に関する審議事項については別に定める。 

（学部教授会） 

第55条 本学に学部教授会を置く。 

学部教授会は、学部長（議長）、学部の教授、准教授、専任講師および助教をもって組織する。 

（学部教授会の任務） 

第55条の２ 学部教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長に対し意見を述べるものとす

る。 

1) 学生の卒業に関する事項 

2) 教員の人事のうち教員の教育研究業績の審査に関する事項 

3) 学部諸規程の改廃に関する事項 

4) 学部の教育課程に関する事項 

5) その他、学長が学部教授会の意見を聞くことが必要と定める事項 

２ 前項に定めるもののほか、学部教授会が審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる事

項については、別に定める。 

３ 通信教育課程に関する審議事項については別に定める。 

第55条の３ 本学に通信教育課程委員会を置く。通信教育課程委員会に関する規程は別に定める。 

第16章 附属施設ならびに教育研究機関 

（図書館） 

第56条 本学に附属図書館を置く。 

附属図書館に関する規程は、別に定める。 

第56条の２ 削除 

（総合学術推進機構） 

第56条の３ 本学に総合学術推進機構（欧文名称：Organization for Academic Research 

Promotion）を置く。 

総合学術推進機構に関する規程は、別に定める。 

２ 総合学術推進機構は、次の各号に定める組織で構成する。 

1) 女性歴史文化研究所 

2) 生命健康科学研究センター 

3) 情報学教育研究センター 

女性歴史文化研究所、生命健康科学研究センターおよび情報学教育研究センターに関する規程は

別に定める。 

第56条の４ 本学に看護教育研修センター（欧文名称：Center for Professional Development in 

Nursing）を置く。 

看護教育研修センターに関する規程は、別に定める。 

第56条の５ 本学に地域連携センター（欧文名称：Center for Regional Collaboration）を置く。 

地域連携センターに関する規程は別に定める。 

２ （削除） 

第56条の６ 削除 

第56条の７ 削除 

第56条の８ 本学に心理臨床センター（欧文名称：Center for Clinical Psychology）を置く。 

心理臨床センターに関する規程は、別に定める。 

第56条の９ 本学に健康科学教育研修センター（欧文名称：Center for Professional Development 

in Health Science）を置く。 

健康科学教育研修センターに関する規程は、別に定める。 
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（寄宿舎） 

第57条 本学に寄宿舎を設置し、学生の希望者を入舎せしめ、本学の理想実現のための有用な一機関と

する。 

寄宿舎に関する規程は、別に定める。 

（学生健康支援・相談センター） 

第58条 本学に学生健康支援・相談センター(欧文名称：Center for Student Health Care and 

Counseling)を置く。 

学生健康支援・相談センターに関する規程は、別に定める。 

第17章 補則 

（細則） 

第59条 この学則の実施に関し必要な細則は、別に定める。 

第60条 この学則の改廃は、大学評議会の議を経て、理事会が行う。 

２ 前項にかかわらず、第54条から第55条の３までに定める事項については、大学評議会の議を経て、

学長が行う。 

附 則 

附 則（施行） 

この学則は、昭和42年４月１日から施行する。 

附 則（教育職員の免許状授与の所要資格を得させるための課程の設定、昭和43年２月19日受理） 

本学則は、昭和43年４月１日から施行する。 

附 則（学校図書館司書教諭および博物館学芸員に関する科目増設に伴い学則の一部変更、昭和

44年３月26日受理） 

本学則は、昭和44年４月１日から施行する。 

附 則（司書に関する科目増設に伴い学則の一部変更、昭和47年３月16日受理） 

本学則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（学科名の一部変更、授業科目の新設、履修の方法の一部変更、授業料の変更および教授

会組織の変更、昭和47年３月26日受理） 

本学則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（入学料の変更および授業料の変更、昭和48年３月12日受理） 

本学則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（授業科目の新設、履修の方法の一部変更および教職専門科目の項目語句追加による変更、

昭和48年３月30日受理） 

本学則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則（国民の祝日の語句追加による変更、入学検定料の変更、教職専門科目の語句追加による

変更、および書道教諭に関する科目の新設による変更、昭和49年３月２日受理） 

本学則は、昭和49年４月１日から施行する。ただし、「入学検定料」の変更については、昭和49年度

に入学志願する者から適用する。 

附 則（入学料の変更、および授業料の変更、昭和49年12月５日受理） 

本学則は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料、入学料の変更、および授業料等の返還、昭和49年12月８日受理） 

本学則は、昭和51年４月１日から施行する。ただし、「入学検定料」の変更については、昭和51年度

に入学志願する者から適用する。 

附 則（入学検定料の改正、昭和52年４月７日受理） 

この学則は、昭和51年12月１日から施行し昭和52年度の入学志願者から適用する。 

附 則（保証人、転入学、編入学の規程改正、昭和52年４月７日受理） 

この学則は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料の改正、昭和53年４月18日受理） 

この学則は、昭和53年１月１日から施行し昭和53年度の入学志願者から適用する。 

附 則（授業料の変更、昭和53年７月24日受理） 

この学則は、昭和53年１月１日から施行し昭和53年度の入学者から適用する。 

附 則（聴講生、外国人学生に関する改正） 

この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料の改正、昭和55年５月２日受理） 

この学則は、昭和55年１月１日から施行し昭和55年度の入学志願者から適用する。 
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附 則（入学資格の追加、通算休学期間の設定、昭和55年５月２日受理） 

この学則は、昭和55年１月21日から施行し昭和55年度の入学者から適用する。 

附 則（入学資格の一部改正、昭和55年８月12日受理） 

この学則は、昭和55年７月から施行する。 

附 則（授業料の変更、昭和56年４月７日受理） 

この学則は、昭和56年２月１から施行し昭和56年度の入学者から適用する。 

附 則／（授業科目および単位数の変更、昭和57年11月11日受理）／（授業料の変更）／ 

この学則は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（授業科目および単位数の変更） 

この学則は、昭和57年４月１日から施行する。 

附 則（授業科目および単位数の変更） 

この学則は、昭和58年４月１日から施行する。 

附 則（入学料の変更および授業料の変更） 

この学則は、昭和59年２月１日から施行し、昭和59年度の入学者から適用する。 

附 則（授業科目および単位数の変更と資格取得変更） 

この学則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（入学定員の変更） 

この学則は、昭和61年４月１日から施行する。 

附 則（教育職員養成課程の聴講生の追加、再入学に関する改正） 

この学則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料、入学料、授業料の変更および転入学の一部変更） 

この学則は、昭和62年11月１日から施行し、昭和63年度の入学者から適用する。 

附 則（授業科目および単位数の変更） 

この学則は、昭和63年４月１日から施行し、昭和63年度の入学者から適用する。 

附 則（大学名の変更） 

この学則は、昭和63年４月１から施行する。 

附 則（入学料および授業料の変更） 

この学則は、昭和63年11月１日から施行し、平成１年度の入学者から適用する。 

附 則（入学資格および授業科目、単位数の変更） 

この学則は、平成１年４月１日から施行し、平成１年度の入学者から適用する。 

附 則（入学検定料および授業料の変更） 

この学則は、平成１年11月１日から施行し、平成２年度の入学者から適用する。 

附 則（教員免許資格取得の変更） 

この学則は、平成２年４月１日から施行し、平成２年度の入学者から適用する。 

附 則（授業料の変更） 

この学則は、平成２年11月１日から施行し、平成３年度の入学者から適用する。 

附 則（学期の期間の変更および外国人学生の準用条項の変更） 

この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（教員免許資格取得の変更） 

この学則は、平成３年４月１日から施行し、平成２年度の入学者から適用する。 

附 則（入学定員の臨時的変更） 

この学則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、学則第５条の規程にかかわらず平成４年から

平成11年の間の入学定員を次のとおりに変更する。 

英語英文学科入学定員 140名 

国文学科入学定員 130名 

歴史学科入学定員 130名 

合計入学定員 400名 

附 則（学位の称号授与） 

この学則は、平成３年７月１日から施行し、平成３年度の卒業生から適用する。 

附 則（授業料の変更） 

この学則は、平成３年11月１日から施行し、平成４年度の入学者から適用する。 

附 則（授業科目区分および資格取得に関する授業科目の変更） 

この学則は、平成４年４月１日から施行し、平成４年度の入学者から適用する。 
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附 則（入学検定料、入学料、授業料の変更） 

この学則は、平成４年11月１日から施行し、平成５年度の入学者から適用する。 

附 則（大学自己点検・評価制度の実施、科目等履修生制度の実施、女性歴史文化研究所および

外国語教育研究センタ－開設に関する学則の変更） 

この学則は、平成５年２月19日から施行する。 

附 則（学生定員、入学資格、入学検定料、入学料、授業料等の改訂） 

この学則は、平成５年11月１日から施行する。 

附 則（他の大学または短期大学における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学

修、入学前の既修得単位等の認定、創設） 

この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料、授業料の改訂） 

この学則は、平成６年11月１日から施行する。 

附 則（編入学資格の改訂） 

この学則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（授業料の改訂） 

この学則は、平成７年11月１日から施行する。 

附 則（教育課程の改訂、社会教育主事関係科目の増設および日本語教員養成副専攻科目の設置、

学期名、休業日の変更、入学時期の変更） 

この学則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（文化財学科に関する変更） 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（入学定員の臨時的変更） 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。ただし、学則第５条の規程にかかわらず平成９年から

平成11年の間の入学定員を次のとおりに変更する。 

英語英文学科入学定員 130名 

国文学科入学定員 120名 

歴史学科入学定員 120名 

文化財学科入学定員 60名 

合計入学定員 430名 

附 則（資格課程の改訂等） 

この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（文化財学科教育職員養成課程の設置） 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（全学共通教養科目の追加および既修得単位の認定方法等について） 

この学則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（教育課程の改訂、学校図書館司書教諭科目の改訂） 

この学則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（学科名称の変更） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（入学定員の臨時的変更） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。但し学則第５条の規定にかかわらず平成12年から平成

16年の間の入学定員を次のとおりとする。 

附 則（教員免許資格取得の変更等） 

この学則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（文化政策学部に関する変更等） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（文化政策学部文化政策学科教育職員養成課程の設置） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（入学定員の臨時的定員の延長申請の変更） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（教育課程の改訂等） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（設置基準改正にともなう単位認定の変更） 
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この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（文化政策研究センターの設置） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（省庁再編にともなう名称変更） 

この学則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（復籍に関する改訂） 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（休学期間中等の学費の扱いに関する改訂） 

この学則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（大学入試センター試験受験者等の検定料の改訂） 

この学則は、平成15年６月１日から施行する。 

附 則（入学検定料、文化政策研究センターを大学附置とする改訂） 

この学則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（入学料および授業料の改定） 

この学則は、平成16年11月１日から施行し、平成17年４月入学生から適用する。 

附 則（名称変更、男女共学、看護学部設置、文化政策学部現代マネジメント学科開設、教育課

程の改訂、入学定員の変更、資格課程の改訂、編入学年次等の改訂、職員組織の変更、言語教育

センターの設置に伴う改訂） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。また、編入学定員については、文学部文化財学科編入

学定員２年次３名および文化政策学部文化政策学科編入学定員２年次20名は平成17年度より廃止し、文

学部日本語日本文学科編入学定員３年次５名、文化政策学部文化政策学科編入学定員３年次５名、文化

政策学部現代マネジメント学科編入学定員３年次５名および看護学部看護学科編入学定員３年次15名

については、平成19年度より施行する。 

附 則（看護学部看護学科、文化政策学部現代マネジメント学科教育職員養成課程の設置） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（教育課程の改訂等） 

この学則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（転学部等に関する改訂） 

この学則は、平成17年11月９日から施行する。 

附 則（教育課程の改訂等） 

この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（入学検定料の改訂） 

この学則は、平成18年４月１日から施行し、平成19年４月入学生から適用する。 

附 則（授業料の改訂） 

この学則は、平成18年11月１日から施行し、平成19年４月入学生から適用する。 

附 則（看護教育研修センターの設置） 

この学則は、平成18年12月１日から施行する。 

附 則（文学部児童教育学科開設、入学定員の変更、児童教育学科教育職員養成課程の設置、児

童教育学科保育士養成課程の設置および定員設定、職員組織の一部改訂、教育課程の改訂） 

この学則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（教育保育支援センターの設置） 

この学則は、平成19年５月１日から施行する。 

附 則（学部・学科の目的明示、現代ビジネス学部の改組、入学定員の変更、職員組織の一部改

訂、教育課程の改訂） 

この学則は、平成20年４月１日から適用する。 

第２条 、第３条、第５条、第９条、第10条、第14条、第15条、第17条、第26条、第37条、第38条の

改正は、平成20年度入学生から適用し、平成19年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

文化政策学部文化政策学科ならびに文化政策学部現代マネジメント学科について、改正後の学則に関

わらず、両学科に在籍する学生が在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。 

附 則（現代ビジネス学部の改組による編入学生への学則の適用） 

この学則は、平成20年４月１日から適用する。 

平成20年度編入学生（看護学部看護学科３年次編入学生除く）については、第２条、第３条、第５条、

第９条、第10条、第14条、第15条、第17条、第26条の改正は、なお従前の例による。 
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平成20年度看護学部看護学科３年次編入学生については、第２条、第３条、第９条、第10条、第14条、

第15条、第17条、第26条の改正は、なお従前の例による。 

平成21年度３年次編入学生（看護学部看護学科除く）については、第２条、第３条、第５条、第９条、

第10条、第14条、第15条、第17条、第26条の改正は、なお従前の例による。 

平成21年度看護学部看護学科３年次編入学生については、第２条、第３条、第９条、第10条、第14条、

第15条、第17条、第26条の改正は、なお従前の例による。 

附 則（看護学部看護学科教育課程の改訂） 

この学則は、平成21年４月１日入学生から適用する。 

附 則（単位の計算方法、再入学、除籍、教育課程の改訂） 

この学則は、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（文学部の改組による人間発達学部の設置、入学定員および編入学定員の変更、教育課程

の改訂、歴史学科教職課程高等学校教諭公民科取り下げ、英語コミュニケーション学科授業料の

改訂） 

この学則は、平成22年４月１日から適用する。ただし、学則第５条に定める収容定員にかかわらず、

平成22年４月１日から平成26年３月31日までの４年間の各学部学科の収容定員は、次のとおりとする。 

附 則（人間発達学部児童教育学科、同英語コミュニケーション学科教育職員養成課程の設置、

教員免許資格取得の変更、保育士に関する科目の変更） 

この学則は、平成22年４月１日から適用する。 

附 則（ベーシックスキル科目の変更、日本語教員養成科目の変更、教員免許資格取得の変更、

社会教育主事科目の変更） 

この学則は、平成22年４月１日から適用する。 

附 則（ベーシックスキル科目の変更、人間発達学部児童教育学科教育課程の改定、保育士に関

する科目の改定） 

この学則は、平成23年４月１日から適用する。 

附 則（現代ビジネス学部都市環境デザイン学科教育課程の改定） 

この学則は、平成23年４月１日から適用する。 

附 則（文学部歴史学科および人間発達学部英語コミュニケーション学科教育課程の改定） 

この学則は、平成23年４月１日から適用する。 

附 則（学科名称の変更、教育課程の改定他） 

この学則は、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（入学検定料、入学料・授業料等の別表化） 

この学則は、平成23年11月１日から施行し、平成24年４月入学生から適用する。 

附 則（健康科学部の設置他） 

この学則は、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（健康科学部心理学科［通信教育課程を除く］教育職員養成課程の設置他） 

この学則は、平成24年４月１日より適用する。 

附 則（日本語教員養成、司書に関する科目、学芸員に関する科目の改定他） 

この学則は、平成24年４月１日より適用する。 

ただし、司書に関する科目、博物館学芸員に関する科目については、平成23年度入学生より適用する。 

附 則（教育課程の改定） 

この学則は、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（日本語教員養成科目、司書に関する科目、博物館学芸員に関する科目の改定他） 

この学則は、平成24年４月１日より施行する。ただし、司書に関する科目、博物館学芸員に関する科

目については、平成23年度入学生より適用する。 

附 則（大学評議会構成、教育研究組織の改定等他） 

この学則は、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（大学評議会および学部教授会における審議事項の変更） 

この学則は、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（総合教育センターにグローバル教育推進室を置くことに伴う改定、大学評議会の構成を

変更する改定） 

この学則は、平成24年10月22日から適用する。 

附 則（学生の除籍、再入学ならびに復籍に関する規定の改定） 

この学則は、平成24年12月１日から適用する。 
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附 則（教育課程の改定他） 

この学則は、平成25年４月１日から適用する。 

附 則（心理臨床センターの設置） 

この学則は、平成25年７月１日から適用する。 

附 則（教育課程の改定、日本語日本文学科専門科目履修単位数の変更による改定、保育士養成

課程が人間発達学部児童教育学科幼児教育コースに認定されていることの明示による改定、建築

士受験資格の明示による改定、地域を志向する大学であることを広く社会に宣言するための改定、

認定こども園法の改正に伴う改定、機構の変更による改定他） 

この学則は、平成26年４月１日から適用する。 

附 則（人間発達学部児童教育学科の入学定員、収容定員の変更） 

この学則は、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（現代ビジネス学部の改組、収容定員の変更） 

この学則は、平成27年４月１日から適用する。 

第３条 、第５条、第10条、第14条、第15条、第17条、第26条の改正は、平成27年度入学生から適用

し、平成26年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（看護学部看護学科の教育課程の改定） 

この学則は、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（改正学校教育法等の施行に伴う改定、総合教育センターの組織変更、健康科学部の学科

記載順序の変更） 

この学則は、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（健康科学部に救急救命学科を設置、健康科学部心理学科の収容定員の変更、学費の改定） 

この学則は、平成28年４月１日から適用する。 

ただし、第14条および第17条の規定については、平成28年度の入学生より適用し、平成27年度以前の

入学生については、なお従前の例による。 

附 則（健康科学部心理学科の教育課程の改定） 

この学則は、平成28年４月１日から適用する。別表第12および別表第15の改定は、平成28年度の入学

生から適用し、平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（現代ビジネス学部都市環境デザイン学科および看護学部看護学科教育課程の改定） 

この学則は、平成27年５月１日から適用する。別表第３および別表第18の改定は、平成27年度の入学

生から適用し、平成26年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（健康科学部理学療法学科の教育課程の改定） 

この学則は、平成28年４月１日から適用する。別表第13の改定は、平成28年度の入学生から適用し、

平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（文学部歴史学科の教育課程の改定） 

この学則は、平成28年４月１日から適用する。第14条および、別表第１、第２、第４―１、第４―２、

第５―１、第５―２、第５―３、第６、第19、第22、第26の改正は、平成28年度入学生から適用し、平

成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（人間発達学部児童教育学科の教育課程の改定、看護異文化交流・社会連携推進センター

の名称変更、理学療法教育研修センターの設置） 

この学則は、平成28年４月１日から適用する。第14条および、別表第７―１、第７―２、第18、第19

の改定は、平成28年度入学生から適用し、平成27年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（人間発達学部改組による国際英語学部および発達教育学部の設置、収容定員の変更、教

育課程の改定、教育職員養成課程の改定他） 

この学則は、平成29年４月１日から適用する。 

２ 第２条、第２条の２、第３条、第３条の２、第５条、第９条、第10条、第14条、第15条、第17条の

改正は、平成29年度入学生から適用し、平成28年度以前の入学生については、なお従前の例による。

人間発達学部英語コミュニケーション学科、人間発達学部児童教育学科について、改正後の学則にか

かわらず、在籍する学生が在籍しなくなる日までの間、存続する。 

附 則（文学部の教育課程の改定、救急救命学科の目的の改定、入学資格および入学手続等の改

定） 

この学則は、平成29年４月１日から適用する。第14条、第19条、第22条、第23条、第26条、別表第１、

第３、第４―１、第４―２、第５―１、第５―２、第６、第９、第13、第19、第22の改正は、平成29年

度入学生から適用し、平成28年度以前の入学生については、なお従前の例による。 
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附 則（キャリア教育科目群の改定、現代ビジネス学部の教育課程の改定、学費の改定、日本語

教員養成に関する科目の改定） 

この学則は、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（健康科学部作業療法学科および健康科学部臨床検査学科の設置、収容定員の変更他） 

この学則は、平成30年４月１日から適用する。 

附 則（基礎教育科目群、教養教育科目群、キャリア教育科目群、文学部、発達教育学部、健康

科学部心理学科の教育課程の改定、公認心理師国家試験受験資格に係る規定の追加） 

この学則は、平成30年４月１日から適用する。第９条、第14条、第15条の８、別表第Ⅰ―１、第Ⅰ―

２、第Ⅰ―３、第Ⅰ―４―１、第Ⅰ―４―２、第Ⅰ―５―１、第Ⅰ―５―２、第Ⅰ―６、第Ⅰ―８―１、

第Ⅰ―８―２、第Ⅰ―12、第Ⅰ―17、第Ⅱ―４の改正は、平成30年度入学生から適用し、平成29年度以

前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（基礎教育科目群、教養教育科目群、キャリア教育科目群、発達教育学部、現代ビジネス

学部、看護学部、健康科学部心理学科の教育課程の改定） 

この学則は、平成31年４月１日から適用する。第14条、別表第Ⅰ―１、第Ⅰ―２、第Ⅰ―３、第Ⅰ―

８―１、第Ⅰ―８―２、第Ⅰ―９、第Ⅰ―10、第Ⅰ―11、第Ⅰ―12、第Ⅰ―17、第Ⅱ―２、第Ⅱ―３、

第Ⅱ―４―１、第Ⅱ―４―２、第Ⅱ―４―３、第Ⅱ―11の改正は、平成31年度入学生から適用し、平成

30年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（目的および自己点検・評価、発達教育学部の教育課程の改定） 

この学則は、平成31年４月１日から適用する。第14条、別表第Ⅰ―８―１の改正は、平成31年度入学

生から適用し、平成30年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（健康科学部心理学科教育課程の改定） 

この学則は、令和元年５月27日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

附 則（在学限度の変更） 

この学則は、令和元年６月24日から施行し、令和２年４月１日から適用する。第35条の改正は、令和

元年度以前の入学生、編入学生は、なお従前の例とする。 

附 則（キャリア教育科目群教育課程、健康科学部理学療法学科教育課程、同学部作業療法学科

教育課程および社会教育主事養成課程の改定） 

この学則は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（健康科学部理学療法学科、健康科学部作業療法学科および健康科学部救急救命学科の教

育課程の改定） 

この学則は、令和２年４月１日から適用する。第14条、別表第Ⅰ―13、別表第Ⅰ―14、別表第Ⅰ―15

の改正は、令和２年度入学生から適用し、平成31年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（経済学部、経営学部、工学部の設置、収容定員の変更、基礎教育科目群、教養教育科目

群、キャリア教育科目群および国際英語学部の教育課程の改定、並びに入学検定料および授業料

等の変更他） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第２条、第２条の２、第３条、第３条の２、第５条、第９条、第10条、第14条、第15条、第15条の

４、第17条、別表第Ⅰ―１、第Ⅰ―２、第Ⅰ―３、第Ⅰ―７、第Ⅰ―13、第Ⅰ―14、第Ⅰ―15、第Ⅰ

―16、第Ⅰ―17、第Ⅰ―18、第Ⅰ―19、第Ⅱ―４―２の改正は、令和３年度入学生から適用し、令和

２年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

３ 現代ビジネス学部経営学科、現代ビジネス学部都市環境デザイン学科について、改正後の学則にか

かわらず、在籍する学生が在籍しなくなる日までの間、存続する。 

附 則（別表A入学検定料の改定） 

この学則は、令和２年７月27日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則（文学部・発達教育学部の教養教育科目群教育課程、看護学部教育課程および健康科学部

教育課程の改定、国際英語学部教育課程の改定に伴う日本語教員養成に関する科目の改定、教職

課程高等学校１種「情報」の設置に伴う教職科目単位表の改定、教養教育科目群教育課程の改定

に伴う社会教育主事に関する科目の改定、上記教育課程改定に伴う履修方法の変更、ならびに主

要会議および事務組織の再編他） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第14条、別表第Ⅰ―１、第Ⅰ―２、第Ⅰ―３、第Ⅰ―７、第Ⅰ―13、第Ⅰ―14、第Ⅰ―15、第Ⅰ―

17、第Ⅰ―19、第Ⅱ―１、第Ⅱ―２、第Ⅱ―８の改正は、令和３年度入学生から適用し、令和２年度

以前の入学生については、なお従前の例による。 
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附 則（健康科学部理学療法学科教育課程の改定） 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第14条、別表第Ⅰ―15の改正は、令和３年度入学生から適用し、令和２年度以前の入学生について

は、なお従前の例による。 

附 則（健康科学部理学療法学科、健康科学部作業療法学科および健康科学部臨床検査学科教育

課程の改定） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 第14条、別表第Ⅰ―15、第Ⅰ―16、第Ⅰ―18の改正は、令和４年度入学生から適用し、令和３年度

以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和３年12月15日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

２ 別表第Ⅰ―15、第Ⅰ―16、第Ⅰ―18の改正は、令和４年度入学生から適用し、令和３年度以前の入

学生については、なお従前の例による。 

附 則（国際英語学部国際英語学科、発達教育学部児童教育学科、経済学部経済学科、経営学部

経営学科、工学部情報工学科、看護学部看護学科および健康科学部作業療法学科教育課程の改定） 

１ この学則は、令和４年４月25日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

２ 別表第Ⅰ―３、第Ⅰ―７、第Ⅰ―８―１、第Ⅰ―８―２、第Ⅰ―９、第Ⅰ―10、第Ⅰ―11、第Ⅰ―

13、第Ⅰ―16、第Ⅱ―３の改正は、令和４年度入学生から適用し、令和３年度以前の入学生について

は、なお従前の例による。 

３ 別表Bの改正は、2023年４月１日より施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和４年５月30日より施行し、令和４年４月１日から適用する。 

２ 別表第Ⅱ―２、第Ⅱ―３、第Ⅱ―４―２、第Ⅱ―４―３の改正は、令和４年度入学生から適用し、

令和３年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則（文学部日本語日本文学科、文学部歴史学科、文学部歴史遺産学科、発達教育学部児童教

育学科および健康科学部理学療法学科教育課程の改定、総合心理学部総合心理学科の設置） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第２条、第２条の２、第３条、第３条の２、第９条、第10条、第14条、第15条、第15条の８、第17

条、第26条、第49条、第50条、別表第Ⅰ―１―１、第Ⅰ―１―２、第Ⅰ―２―１、第Ⅰ―２―２、第

Ⅰ―３、第Ⅰ―４、第Ⅰ―５―１、第Ⅰ―５―２、第Ⅰ―６、第Ⅰ―７、第Ⅰ―８、第Ⅰ―９、第Ⅰ

―10、第Ⅰ―11、第Ⅰ―12、第Ⅰ―13、第Ⅰ―14、第Ⅰ―15、第Ⅰ―16、第Ⅱ―３、第Ⅱ―４―２、

別記１、別記２、別記３、別記４、令和５年度入学生から適用し、令和４年度以前の入学生について

は、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和５年４月１日より施行する。 

２ 別表第Ⅰ―１―１、第Ⅰ―１―２、第Ⅰ―２―１、第Ⅰ―２―２、第Ⅰ―３、第Ⅰ―４、第Ⅰ―５

―１、第Ⅰ―５―２、第Ⅰ―６、第Ⅰ―７、第Ⅰ―８、第Ⅰ―９、第Ⅰ―13の改正は令和５年度入学

生から適用し、令和４年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和５年４月１日より施行する。 

２ 別表第Ⅱ―９の改正は令和５年度入学生から適用し、令和４年度以前の入学生については、なお従

前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和５年５月29日より施行し、令和５年４月１日から適用する。 

２ 別表第Ⅱ―９の改正は令和５年度入学生から適用し、令和４年度以前の入学生については、なお従

前の例による。 

附 則 

この学則は、令和５年10月23日から施行し、令和５年10月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、令和６年１月22日から施行する。 

２ 第56条の９の改正は、令和５年12月１日から適用する。 

３ 別表第Ⅱ―４―２の改正は、令和５年４月１日から適用する。ただし、この改正は、令和５年度入

学生から適用し、令和４年度入学生については、なお従前の例による。 
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附 則 

１ この学則は、令和６年４月１日より施行する。 

２ 別表第Ⅰ―３、別表第Ⅱ―４―２の改正は令和６年度入学生から適用し、令和５年度以前の入学生

については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和７年４月１日より施行する。 

２ 別表第Ⅰ―１―１、Ⅰ―１―２、Ⅰ―２―１、Ⅰ―２―２、Ⅰ―３、Ⅰ―４、Ⅰ―５―１、Ⅰ―５

―２、Ⅰ―７、Ⅰ―８―１、Ⅰ―８―２、Ⅰ―９、Ⅰ―10、Ⅰ―11、Ⅰ―12、Ⅰ―13、Ⅰ―14、Ⅰ―

15、Ⅱ―４―２、Ⅱ―４―３およびⅡ―７の改正は令和７年度入学生から適用し、令和６年度以前の

入学生については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、令和７年４月１日より施行する。 

２ 別表Bの改正は、令和６年10月28日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この学則は、令和７年４月１日より施行する。 

附 則（デジタルメディア学部デジタルメディア学科、工学部ロボティクス学科、健康科学部臨

床工学科の設置等） 

１ この学則は、令和８年４月１日より施行する。  

附 則（国際英語学部国際英語学科教育職員養成課程に関する科目の改定、デジタルメディア学

部デジタルメディア学科および工学部ロボティクス学科教育職員養成課程の設置、社会教育主事

に関する科目の改定、登録日本語教員養成課程の設置、日本語教員養成課程の削除等） 

１ この学則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 別表第Ⅱ―１、Ⅱ―２、Ⅱ―４―２、Ⅱ―９―１、Ⅱ―10、Ⅱ―11、Ⅱ―12の改正は、令和８年４

月１日から適用する。ただし、この改正は、令和８年度入学生から適用し、令和７年度以前の入学生

については、なお従前の例による。 

３ 別表第Ⅱ―８の改正は、令和８年３月16日から施行し、令和７年４月１日から適用する。なお、こ

の改正は、令和７年度入学生から適用し、令和６年度以前の入学生については、なお従前の例による。 

  

  

  

別表 

  

(R8.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R7.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R6.10.28) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R6.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R6.1.22) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R5.10.23) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R5.5.29) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R5.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R4.5.30) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R4.4.25) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R4.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R3.12.15) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R3.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R2.7.27) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R2.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R1.6.24) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(R1.5.27) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(H31.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(H30.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 

(H29.4.1) 京都橘大学学則(昭和42年4月1日制定第2001号) 


